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麗

ゆD1.反

訳者まえがき

建

口

平

成

以下に掲載tるのは、〕華へT!:t七1'u:-" 1 i以下、 中|イ i」 〕古品}σJ仏、ノ乍二犯持l'

「宅 7る判事状策にだする包括的イFEを示守護:主子教Ji(北京州事L人と予知事f土法

科学が究院)') 0) ji;;'--t 未成年九犯罪fê:J 事E文京駅整斥~iê-y7 を訳出したもので

ある

宣教rえは記長よ、政何 l ヲヲト 1 が代誌や務めゐ 9~可・教育部有学tl Iif十羊研究

?-: )，~夜遅雑隈攻略ワ。口ンコク!_ r少守:乙計J2R研究J Iり(日)日~り(川り宇)の第?11: 

E主であり、でのヤププつジ工クトである I 少年犯罪刑J~~TIl長 1 在不いにける一

/:<7iおよはその最前成果である

本 ~-i;:z:はそのタイト'"が示す ζつl、少年犯罪ド対すω市J芋

守主情・己主善を月指すものであり、[八J存は総論 l各議内 2つ1:I、叫する~レが一行

弐る 総Gf.iとしては "C:;/年犯罪に|主Jする昨J，-HJ文京の点 1¥ 間的苛阻解決::1吉]

:γ(，方向と工か品;n~ される さ論ノしこは、 ~r 責;;，~，'，.:::.政法 (2)、刑罰政J品，'， 3人処逮

1" Ji者投主去の略暦につい十日立本誌日号をち号 (:~~)(、_)ö \f) lUl---lりリ頁参照。

0，民文は [1、成可人Ji 18設工J誌の Ji をお-，、少ザ保設i主党条主主.~?:) ';:'-ある、

これは，+、成年者!と訳すのが素i主かもし凡な v が このrr:択においてほ「少
年 の方プ:I~-_I~i:~~ む J 寸えら 7~_るごめ、 少年J .:: Ti-{ ~ì なお， 1:1蓑ご[生、年]

スl'府
Lつ17J ，~UJ;sn':f3'?G8) 11300 
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止文栄，{:，、訴目、メヅ1土スムI:J):~， t，t主:すされゐ

中[f:におu て少年犯罪が祥弘IJな列会問題と仁て詑ん→きれたのは、 7υ年代以降

のこと Pあ"~ん 特に(!)出}命以降、申I!i;!!:発効総人員。〕 1;:刊以上を育会、年 漏H

歳以 I-，'}r::歳以ト J が!片山て uゾ令 1:'1 この;'{'l声:;19昨年以降、川弘子?で J~fYL 

、いゐド、 史成未満ゲルペ;が占的る比率l土、 l:(Ji;-i(J.)、日 5~ 7 % -cJEJf ~ -，-.-さ

だのが、 2CC4芋刀、ら21)1)7とまで連技Lて9%-(片山主主、 2C 何年に(;:i'r~ ふ減少[

穴もの刀、なお、お討%i;〆下六録 I-t-

こう Lた町、本論文:手引誌に日司官.L~)F刑出 iヒ 寛奇IJ化、処誼l伺9"~~ :Jfit望書

1L ・ 117，{二と k を主張 ν 、，)'干に λす 4 る~-，i;Jリな保;主的~~iÍ二回徹!立を三年える (p 

本山町今~I)的戸とは iFtヌスオであふが、 i夫議で設が 1 ，j'iこ碍τ7 ていなL出[玄と

は、そもそもの出発古が~.なるr.::rγ滋宝万る必要がめる

かなれ人柱T巴であ Q カ言、での論旨:J.以下日ように三 r めるこ tレができぷつ

従来 少非じり7主義グ〉必要件・重要十午刀、抗刀、;1')てき 7説、実治では成人竺 J王ば変

わらなし叫X.1:') 1泣い全うi.-(-:' ごぷた。だir!j!X年、仏、年に対する特別な F，~~C)動与が

広が灯、またR↓実に絞そ下ろ|つつある そして、 20()1! 年に μlィ:>'..:産 ;~~ql ち

，1:1， しだ L干口議1(羽手口のFれに:社会内情込内用:2::および 児童グ;最蓄の手!考古J

dノl半、，1:] (Vれや0)権利に巳'1"9るたおり I ヰl乏し?、こりわけ自1:.f:Iを f景に1";-~) 1'B 

~r，.た[究快打消1 [立大3と叫し3をあれせ Cn1'.-'る!の;jIJ'Ii ，j:換をテ Y と

ザー亡、刑事t'f.ì: 士ー司 i主の各七クシヨおけ。 (1ι 人 ζ は)'~:な/;:')世年;対宇ゐ

特別な保誌のさらな心強化 e徹底を司指す乍その旦{ムH，む叩三が本語式であり

長公!なるが、 lJ司教授が~:;，:文円.illf で計[拒 Fるよう!、 1 少年犯罪~;J月ィl 多く

の[~:-~1.丸ませ ζいる深丸な社会問題の lっとあり、ヤ年犯当 fの問題'O?件子:白むに

さらにし、託、~;かっ:均果的;解決 fω 二と;之、人規汁会がプミ院でさ1同じ

ている両足でめる.1，--，しつ長引古、ドその おムトなればヰ 'Iである η

認識[

1，1 /1:;円 a
l い'む はお主によl.， ~十 é~" 表1

Jは中ヨ語のi京語を長"

l 主1，昔、JJ:J，{tn国刑事裁引論 裁判を灼える政恒三間Jl(~こ海道大学 hjl ，~clJ.念、

ワ仁 q骨.!J_~ミ以 i 参見詰

l仁一司i圭律年S問 、各年可Tl} 参目立。

】.r:;;;;--<U11仁コ 川刊日 OfCl_gO..:p:1vlo t"2': 剖 l、川 l巾問n~)II、11l:n ~参 l辺(J:I、下[，j
、)
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少年犯罪に対する刑事政策の総体的整備

少年犯罪(ユ唄牛多くの同右 j山主せていゐ波，ii:jな?十三:間短の;つであい、タゴ手

犯罪の!日l~去を件学、つに必読し、さ ιL は妥当かつ球世ピ'1(，~角干 J土ずる'，- !手、人

類十卜会がJti司で[主:回して ν る読与;1，"("あるつ Jレ年51.罪の間約については、 :';/j年の

守十i生ti eζ り恋人と l土手~- ~:ふー辿η恥!支?根上J-1'-;J べきてふあるーまた青少梓:犯罪<1)

子 j;~~ ・ t:苧 ガパトンスの必要':~:のみなっず、また少年内三町的・心目的特使

およ少戊長の必?t.'tをう企nるこ μにより、人権に対するおHむか合判心 Lいう

抜本Át;;i!l;'~ を具用!:: .民求しなけがはなつない、不問は利市ぷ1-，会。〉構築山:LP:z

および，，11':'司会公認ci) I !，E宣iつ市宮山1，lj.1i主J Ci)原地を導さ!:亡、」 ιiの少ノT

JE罪:こ河 fξ 刑事1'-法的規定を苛祈L、犯罪 '}"~lよ虻恥将司の刑事改定をはる

特殊な貴誌を論じる ，Y ，I~ も;二、され Lこえ、を進出 C:~J.， I 企ク)'ド止じi)心年犯罪に対一ヲ

心部、 H-.:.p~ r:-:.~政均;および3起きEt定、 JTIJ ，1ìj" ，¥込泊、j':!:ト百二メ r;ニズムなどを調埜。

己id荷予る詞律的J長子ニ?を詳述ヲ匂 3

総体的刑事政策一一寛厳相済、寛大優先

少年犯罪志よびそのガハナ J スは竿純 j~'d;JrtFP;廷ではな土、惇維な f 会問題

であり、 ぷ士会内悩直前お上作f 、禁政情の万市]γいよ官J7，~ (.~官辺してい-:";'，今 i

口 l'ι~; 干 t':全土:rts;j干'D~斉司会内情築!こ議訴している。干1 告の悶1'G(:~;)、と自然の

調和どけ:'!ょなく、人)人 cl:1))詞干8も吉三札、走行1')世代の凶のみな九ず 世

代間の珂和も含まれω 一出r'f:¥三i自ヌ05;三代刀、九訴しu、計丙bこiJ4此市子推進ばてお

向、人じ構造Lんきな変化が生じ、長術者の比率が主人じの 出を占めている

でのため、託作の心年の(まと ivどは 人「アであり 1 J¥. (J)許者会す4人、日人

さらにはそれ以卜の老人ふt.:.¥'1長1るこ Jがま 1ま1王手くなれ、 J'~ ブオ ケ〕

なL九 Jは「逆熊干型J ;f)家庭f持活が形成きれずがり十 cI(!)十世代が童 、 I 

(/)ιiti惇王~.¥ ;人じ構造(ま?でにか:、りの〆ミ珂杭ごある l 一これ土卜Jfさい、 i↓l)A

では毎年 bh人もグ〉少年が千円。〉コ減ヤ2けどれり いつでもm;j巨十需主とな

"下町世代まとは 1 認の ;~j.:うが複数é')ヒの世代、例j 亡:工ノよ iJ.

:i+R 父母)ル扶主主 t る.~~訟を折 t

人f-;.父!リ [r'，)て

LつI~J J ，~t [j--;sn':f3'?GS) If3S.s 
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" うる流浪児きが~;;0 /; (も達 、折々な j主仕・ 1ド行行九を行フ毒少守:詳の妻E

Jzf苦号に 1百 d るノ o お lO京日今年戸|引 ~;llrl 口に 7可少年犯罪(;08% ~旨 };J "た ι3 ー

このと約七:だの持続可能な発必がt，~ ~い挑戦にさfi1 ，~せられているの

荊D~背ヂア会(ユ決 L て矛盾のないずア fn"l土なく、弐 CJ: は犯罪者根絶 L た社会で

もな\、ィf' 白が1宝やか l 僻}~され、犯罪:~);.効J，j占院に抑制され入社二:をおす、法

律L;:，j守会[1;f，f~内調節認"Cあり F'lほほ犯罪抑制的 h~去であるう市IJ -j-'~政策 it刑

法的ノtc村 Lて吟Jl-J :'i 、 3[;;;川ご汁民-:-;-~， -.;-クロ~~戦時で品る ηそれは宇1 たの訪j柑

安定・ 7十続 "1 昨な詮区内栓持 i._ 市安な liP_;-，トつ意義およ(/~苛略的イ古値が;1，るだ L マ

ごはう、〈、完:主的活動に権威のある指導作同を呆プヨしてしιるの

荊!訟十:>主格築というメイ〆ワ マに沿って、完出 J知立FU.t:一同法。〉七事口、:さに

速の鵡斡ル施した}そのつも最も主要なことは、 1Z厳相ii"'iO)刑事政誌の牛肉

8<; ，)仕立 Pあるの犯罪世-~lこ歯以内仰の刑事成誌をはるこ〆は、何;刈工会構後の

ミ礼二E自'J"- ")~である よ心二!:はまア言、片J :，jがi藍i;J~:こ斗|従来7約を持(;.;之、二!:

(/) ~\Î， t!. . Cもあ •• ;:; ~ l:J:=];逗の兇寄のほ:.f{!，こ労する4id;'J~ '~ぷ斗際社会 P 詰底的 hこ<，]:

!' J人れられている 児童の最売り引 iュむの原 ~:J $:'存 -(y，I~ 1-: :ril':i:約 :isf:: ~唱しと

「短章 i 関するすべての日当を f るい当 fニつては、;~，C:;つ若し〈は在、ィうな?土公 tif

t-~tぉ;芝、裁判所 -i-;，-r!t三;li;;(はずi王械1¥司0)し吋れにJ:"，亡行われるものであ

ごも、児苦の最芸乃刊誌が土としごち!き，~r!るものとする」と定める。 少年;こ

特別な深議ル f}._Zることは、 ゲで;現代のg.~可の共辺の週三:ごあ打、 このこと

は中匡でも例外予はな v入

中;¥;山-J.::iま19乃年、 ;985年に柑51:'で 党金持之が青少年による違法。犯罪問

涯の解乙þ~ !%:"豆侃ヰるよう崎雪震予る報告~， さらに音'1，'咋の敦訂を強化Lて青'1，.

在:のi堂法 犯罪手:ì~:;}j宇品二土に間Jーん;ffi;:UJな}の正舎やノ7く認Qt':!-主 E 発令りし、

肖校、μl 完成年人犯~f 刑事政浪士、事~!(読」珪読 H 干 200B年主剥 117 竺

つl 巾匡雪ノL、年間究「行'L. 巾~ '1 :f;" 期王百乞手企 ~t~状況市n ' 1:11 刻問胃
守党畏頑勢けずE報告;-，UP:ii¥VWW .cycs，org/ Al ιClξas日正2.egory ----1&仁01L1.11口
389&10 泥沼 ':201)8正 2n 3 D品説γク中ス.，
108γヤの倍付同 lホマ主総 f:h' おし L と j采択;~，;fしん河条約 1条lよ lこの条約の

i産用人児主とし、、 18足立川、泌の tヘミての苔ゃいう c え丈し、当誌;E主で、その

さf:こ泊沼される法律ιよりよ η干く成人."圭Lとものを除く J J7め匂。同条
に上れ児、凶凶f主上(1)少辻ト|己l金約ぴ 1;，1己明.1 (/i続出[士 tt-4之、 凶ーは1990
年二 lゴl~'れに百名 L、ょ992年に干れを批准 Lた(

~::: '1'字 GO:， 6':~SS) :6;:)7 」つ?C-J



1r 

少字犯罪については校7庁に立脚しなけれはならなvリいつ政散の考え万を目前

日た この政取はまた、その慢のすJ去JJづいt迂津の形式で捜すそ'i.t'た Tな

わちも 1何年に公布され、 2('1('16-fj": ~月 29R J)結;1¥期全ヨ人民代表人;会if，'務委員

会第;:Slwj会議で二宮iTきれれタ年来秩Jブコ;;4朱 l ユ、 ~nHd日 [γ/、乞 r教背 強化、

救出町万全l';;~採り、教育を主土し、懲罰を椅泊レする f(j:tliJ を町村ずる J 1ふ"
h品〈

弐りと定めたう主た1999'"， :公布きナ(た中年犯罪予防法44条も議官~内規定を設

:γ穴 l技官イトヰ〈Jし 滋罰，~，-補助と可 21JFレ咋犯;;r刑事政;誌がす ?t~~，-jffi: l~ C 

!宰認され、法常化され巳ィ去1f!(DIJ，~_な、だこ L により、この甲j弓立政誌は必、党内 IT 'I

~止法際社， 1_いう 2_!主的問叶ーを主ね惰え、 ，j/1- 犯罪的決コ室用に}~'導作増を持つ

J:うにな F たう

しかLな引 4ら ノか庁事il処理のい主主務ドお v、て、少'fo)特殊性はート);'(一主

イ是きれてし Lごい九与くの間取的なら、ifFJ.罪事件では、なおば人を茶在て設

計されず:J'リ手(二上;')罪責~，:{';F.量lTIiかなされている 少非犯罪:こは特性'I'~Fあ

円、 三グ)I."~， 1 認め~!'!， ~.f、特殊な"主主d、~;こ e 最問・処同政決、>'年の心身内持刊を

に巨人，，た予防，，1策が必要となれ またも-)!よソ〉少年 m~I羽小 l];:JÆ 古る F めの峯

作法・ f夜間がなければならないこよは、主投が示L-cい勺っ少竿にJ同出化
定i円1l~‘非『可禁 ft ，})....ji王的保2実在ワズる二とは、少年J).(，;，法的権干1; • j，貨を'ザ

町、 JJ/'咋に仕する見下手のこうTE.:::'・/.;，出刊を均一ニ正できるのみならず、 n--;~時 lこノL、干

の教育・"n.批出力 }); :もなりうゐ その子め、定厳削済のnl)三是正文策のi草
きのトで、犯罪少年に属人犯罪者川正異止~)

るJく3であるつ

jR~ì'ノジノ寸

刑事政弐 克Itx-i'ヨ味、えん優先

右Ti-hYフ;て範凶 f長ノ、自ヲ

州事貢汗 小完全

河日罰じっ1量:λ 流ß~

l存 1段
nl;~でを補t河)- ，高')↑三UJJIJ

新がう主ぺ5主主才、る

処士事メカーズム 特別のメカーズムー手i主

例えiJ:'択の ζつ止 1st散をす主

b)(，人p，当'(者

三主絞+::J:i汗、;'[約通告

七都

r人A 吋d 士/、目と』

)f<:'常

ITIJ訂多王 1 し。適吃l出

事，-jゐ

ii石常のメ台ニズH ・手続

これを前捻土して、シ、'0二犯罪(1)特別立f去をさつに強化し、立法よ、.lfx育・ I(北

l'J'フ:J ，~Uj:;sn '>3 <~G4) if3Sち



少年犯罪6対デる州事政策の給体的枠俄

イヒ・設凶の方針および教育を主i:L、懲副を補助 l する原則を4子商的に旦現H::

L、司法において真右岸に徹庚し、少年犯罪をi童s0効果的に防il'l宇品。

2 罪責認定政策一一犯罪圏の縮小・教育面の拡大

少芋の罪貫認定ー処罰に悶ずる下な規定は刑法17条であL。同条は次のよう

』ごう五加わるり

i前16Gt以上のずが罪をJil.した場合は、刑#空1王を負わなければならないっ

i首1'1歳以上16業主満の告が、故意殺人、 tri烹傷害拭重傷もしくは投死、強

姦、強係、柴物販売、放火、 i雫破または市:物ilt入の罪を引Lた場合は、刑事

責任を負わなければならなLh 

尚14.""以lcl~歳未満のず「が罪を犯した嶋合;;、処罰をより蛙く L、または

減軽Lなければならない、

161'弘未r前のために刑事処罰を科さない場合以、その家長または防護人に管

理教育を命1:る。必要なときは、政府が収拝して矯Iト1ることがむきる、

(1) 刑事責任年齢

法律上、主世刑事責任年齢ι16~~i -cあり、{前Hぷu上16~~i未満，.相対的刑事

責任年齢であり、 部の犯罪についてし刀h刑事責併を負わなしるつ辺説ι、14歳

未満の者が如何なる社会Ie言行為を実腕しよう土も刑事責任を負わないとす

るつ i立高裁「少年刑事辛f牛の存浬における法t:itの具体的運用の右干の問題l悶

する解釈」は(川日宇12月12R味択、 211061!'1月2:1円地行口以下、 l解釈」土日告す)

2 $;;、「刑注1'7条に定める歳 1L周設J;;、阿暦の年月 Eによる計算であり、

同生の円 L周成竺円]の 2円円から起梓するJK Jじめるりそし一亡|口J:3条は、 l少

年刑事手件を審埋寸匂際には、被告人が訴追きれた犯罪を安施した時の年前を

明らかにしなければならない 裁判警には被告人が山竺した年月円を肘記しな

けれ:まならな'，.¥Jことを要求寸る。また同 4条は '[IJIO被告人が訴遇きれ

た犯罪を実施した時に1でに法疋の刑事責任汗齢に達LてL吋、こ!:を証明する

|分な正拠がなく、かつ、確かに明らかにできないときは、その1Tが柑応の法

定刑事責任年荷台に達Lていない土推定しなければならないの:2 l且〕間連証拠

により被告人が訴追された犯罪を主腕した時i二十台に法定的刑事雪任年齢にi王

Lていたこ止を証明できるが、被E人OJ具体的な誕生円を止確に明らかにする

北1生町J(6.263)1655 [222] 
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すべがない lきい、その者が桐町、の法定刑事責任年齢に達しといると認定しな

ければならない」とすfる。

1-'、宇犯界の問題を認識する上eu:、社会的責任論が道義的責任論よりも説得
力があ旬、社会酌責仔が他人責仔よりも大きいというべきである そのため、

刑事責任年怖をしっかり:把握する):iもに、少年犯罪の刑事E任を再解釈し、

法津により '14歳未満の者は完全に刑#責任を負わなしミ」とはっきりと宣言ず

べき Pある勺実務行士、少干犯罪の低ギ齢化およぴ成人化、暴JJ犯罪の深刻化

などの日指 ~(::' ~d くなる況状に対して、時l片ヰ責任年齢を引き卜げることにより

少年犯罪を防1畳一世よと主張する論省もいるのしかcAt々はそれを不当(:-0える

hで、〆少年内刑予責任"'力..小724宅であるため、機械的に成人刑法の「罪空

刑均衡iWMIJJを当てはめるべきではなく、 l罪があれば必必、寸ず品罰1るJではなく、

比f伊例炉珂fJ[原京日則lリJ(刷、心判p凹n川ff川1仁口ipl恥ぞ ο()f prγ叩 ο印r:汀1附ο引仰Tla叶州1i ~辺ωyμ) を1遵E守

の1状光況や重大さにl比じ例すべさだけt"忌はな〈、/);少!.i、年ぴの)年齢、 H身の状況およが社

会内ニ ズとも均衛がとれなければならない。他方で、中匡内世年犯罪には深

し 4↑会的原川および制度的背景がある、例えは1小ぴn\C務教育が，~主 i庭っていな

いこと、社会内首冨の柏会内拡大、父母の「片むが養わず、者つが教育せず、

救育司るがィ、当である」および 連0)小公平な日日j度により少年が鳴っf，.ている一

許可J副は最もi坦酷な処副であり、刑法は社会防昨?の最終予段であり、少年犯罪の

予防および効果酌な抑11は複雑でンステ♂テイフクなブ円ン工クドであ旬、子|

会常iふの責任ごあり、多くのアクターが参加し、総合的なガパナンスを行っ必

要があるつもし、刑事責1千年齢を引きトげて打撃面を拡大し、犯罪少年に制裁

をわえるどげであれば、責任転嫁の嫌いがあるどけではなく、また犯界予防の

円的そ実J~ できなし~

(2) 少年の相対的刑事責任の範囲

刑法17条 2取り少干の相対的刑事責任の範囲について、ノトっておつじつ罫名(訂

名説)か81豆類の犯罪行為(行為説Jかの論争があった。このため、 2002芋 7

司引円に主主4人大常委会法制で作委員会l土苗H歳以上16歳末満の占が刑事責

任を負う範囲に阿する符侮烹見」を同L、「具体的m罪行為を指し、具体的罪
名ではなしり土したりこの意見はその後最高ぃl法機関の悶連 μJ法解釈で確認さ

れた 2 少年犯罪に J 山、て保護性・教1司、性を堅持する刑事政t止の甚+:珂1亡、に甚っ

き、耳l在的斗t育!ごおいては少なく土も l行為乱+罪名説」の|社L2t方式を堅持す

[223] コヒィ長60情 262) 1654 
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べ~ J-する論者がいり v ォーなわち、伝てが確定Lとのは8却す官の11J"行為であり、

主つの罪科vどはないが、罪名を Ií!定←J' る 1でには、 τ7法が具~.[t'f r:ずる E つの罪名

に限らなげればならない、土 1)~ものとめるらl 別室政筑のj旨議ん受け/町立

法の趣ザは、少年が刑字貝1l{;-t司つ範向子主定。 lヱ綜 tゐことにあωた的、罪

名かっ切り込んで縮減ずへさ-，"'"ある， ""1告な 4工会内 J'~実は少、i が刑事責任を負

そ笥慨を拡大する何日]うずあるが、長期的見れ:工、少年犯罪のl京阿を総f1的に

う了射し、やはり i 救背ふ二 J し、!色罰手補J 百 J~ -;:1-;;:，.，; Fリ事政能千し〉かり J国

!散し、犯罪少!fが刑事背任を負う犯罪認可lを厳格l限定しなけれはなら仁少

{;-: (/)~;;:， :t;[] の佐官、 t;iJ-í:却詑 )J ぷ」ぴ正九割tl. ì 品コき、そのF'J事費f工を多!;剖'-;字、

あるいは仕害が重大な特定山重罪に限定しなければな hない内このため、調行

可t法 J，会 2砲の混主お上び時迎立法 I-.Jä~解釈志社i荷 L 、相社的刑事責任を長

うJ戸11'-片界各をρっきりさせる J芭妥がある n

131 司法解釈による適度な「非犯罪1tJ

Tを枝松済的刊事政!$:O)T)ーマイ午!Hふ効果的に事 );1L，、少年i:r;千っ丈車王様な刑

事事件iついてh できる限り「非犯罪jl，~i'ヨをィニつド何時い、ノL、年古利用し

て犯罪を1:'た または重大な忍法行為計よぴヨF?行為を行'，'，I二犯罪告の処罰

をより三よく d なければならな νυ1~Tf~に h二少年が弘仇した，，-，くつかの行為に

ついて、次のような「jt犯罪':l:J の堤定そ設け"いゐ。

ゎ条

;，;jH歳は lG京本況の者州国冷却よどと ';~q 込手~r; ヘ情状カ梓〈、出々し

" '杭呆を玄定Lごいな，'さは、 jE~r ，!:. iよ認誌な'''-'"

7条

清 I/Î.';え以~lG，'よ未満しつ者が軽減な暴力まとは台ュ止を出 v 、その f也cつγ'1 が

所持する乙:号、 '-f: V:{用 ι または全日そ~.~い L 要求し七 ~:l這が丈夫くなく、か

っ 式全吉省に将隊{語以トま丈は rM にj~+ して子:肖 L 、も Lくはん治オるこ

(レができな♂なωな}".'7)氾害結果本荘:起 1'(二、な

e、

1 苅16~ミ!孔 18烹 ki誌の朽治、 ~í;iJ{に定めるす1主におij-，}-~己と 3t lz、l県日じとし

主1守 イ、成年人犯罪約十司法処活 中1;~;J;~策t:;t J責 I 的学:Ull~鮮明、 J 寸7林大学

社会科;，t[，弘前年 b 問 ~)4-R" 

~::: '1'字00:， 6 ・ ~S;):6S3 」つ?4J
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て犯罪Jは認めない v

9条

満16恥以上11);;な未満の者が窃盗行為を妥泊して :3L~_ーを超えず、 'ú}取額がl わ

りあい巨荷」基準に注Lていても、事件発覚後に全ての窃盗事実をありのま

まに供述 L、かつ、積極的に吐坊を返返する土:もに、:大に掲げる事山のい

「れかに該当寸るときは、「情状が頭台に軒〈、危害が大きくな

犯3罫下kは五辺f、的ないこ土苅がずできる

(1) いん日覇者または官人であるときっ

12:' 共!ri!窃盗において副次的も Lくは補助酌役剖を果た L、または脅迫さ

れたとき 2

13:' その他的軽い情~)、がある土きり

尚16，""以lcl~歳未満のず「が窃慌を未速に終わり、または白I卜したときは、

犯罪 1，認めないこ土ができる、

満16 ，~k以上13iíi:未満向者が臼己内家厄もしくは;E:報者向財物を研取 L、ヱ

たはその他の組依の財物を窃以したがその他0)説按が治改 Lないことを求め

J七ときは、 J日*とし亡tιE里しな....iことヵτc'きる。

1:(1 少年を利用して行う犯罪および少年を対象とする犯罪の厳罰化

中Fて刑法は少年に対宇る教育をキとし、懲罰を袖s)iと宇る原則を具現fヒし、

少年犯罪を寛大に恒二期する J同時に、也、年を利用Lて行う犯罪およ l}"/};、年を対

象と寸る犯罪l より重い刑罰を設けている。例.:t~:f刑法29条は r18議本満の者

を教町長LC界を犯させた」こ土を処制をより亜くする法定事山Jするりまた耳iJ

(去301条2項は「少年を勧誘して各衆による浮行情動に参加させた」ことを、

多夜話行界の処罰をより豆くする事山1するりさらに、刑法:36，1条のわいせつ

視聴党製品紺織酌欣返罪も、r18歳未満の少年にわいせつ物手伝摘した」ことを、

処罰をより主くする事FIl!する [n巨)η このほか、刑法:3:17条の烹物密輸 版

売・運搬・製造罪も「少年を利用し、もしくは教峻し、 4J坊を常輸させ、販売

させ、 iHllさせ、もしくは製造させ、または合年に安物を版売LたJ : G J良〕

ことを、また刑法353条の柴物使用強要罪は「少年を勧誘し、教殴L、敗同L、

または強要し、薬物を吸引させ、または注討させーたJ : 3 l且〕こ土を、処罰を

より草く守る事山と守る。これ以外にも、 2006年6月に採択された刑法修正条

項':6)は少年乞武組織罪を私設し、暴行または脅迫を肘いて14歳末満の少年を組

[225] コヒィ長60情 2ぽ))1652 
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ねして乞交をき-'.*"/=者を犯罪Fして担I!JWすωこ〉よしと。まム、l'聞在韓設中の

刑法務 iF 主 ~êt7) ，、常主J4jl 少年や ~1j議して 'æ ，~(，~、詐段、I}!td量、 FJ 喝なとのが1

安言理f古勤に違反さセJ )~ 33~í: !%:>ぉ;~'0止しと [:d)(HY~- :.: JoJ:2将司LづllJii;jl*iE %lμ，(.1 

刀主主主同人大寓安会ド採択ちナJ 九、同日主により、この1付信i叫が日条の 2として

追加1さ方 νに1 ニうした寛駄目済により、少イこ討する法律より保1えを適'1;!こ

')主1t，l，';: l 、るう

3 刑罰政策一一非刑罰化・寛刑化

中l去は少年m;j巨内問事責任。〉取扱いにおいご2つの原口:Js.: 1詰 r.~ して L る c

つは死刑京適N=1;};l:ヨ l であ "J もう 1 つは立たy，~~耳1 t'!1Jじ Jおそ: それぞf主げ刑

法119条および17条 3:;買に日lf]:~"ァJ3，7f，L十九、る n 世"1干議決5/i条')]町;;:ι士犯罪
心少年につH 亡は、決!こ ζ り処罰を Jり涯くし、成程いま←はf，t在し士けれ

ばならなし、」と q 品。よ~(らのwぉ:はもとぷり自主少年の特別な処;，11)を 1-+、到す
るものごあるド、少ifO))E~Eo) 責仔についじっ0'，';'IJから、長々はこう u た法

の減桁規，?とけではムく不 i分であ灯、少年犯罪について桁日IJの別出咋系を

疋め かつてうした特別な処1高じっ%~蒙を 18烹 1:} 十のノレ年カら青年(Ï)，C主 人(市ズ

:"f2;-)iA'.j~τ! にまと寸川えにもjえさせてし ιカなければならな v、とさえる。

¥1，1 少年に合わiJ.い弄IJ種の廃止

犯罪少年』は理問懲役そ逗期してはなっ寸、~令、 g，; R:没収、政伝的権利。〉

ヨ，手1'o'い液 L."C iよならな"' j.，'、~ニ:についとは;î i 刑剖 s~'Yi二芸~1古玉を怪先HFjJ二組

明し、長Fll者例外と dアべきであ心一刑法仁 l止J':j";':ド対 t心無期慾ィスC)冶用につ

いてのわれてご長ぺがなく、実務 C も出;より jl! m'，~':'"イi ~ ¥，:: -~I 期懲没をゴい湾す Jこ

とがc.き43j成fドl阻 :"<'1釈放出十庶があるため、 般的:こ児、 4年執17寸:L工釈放
される J 泊、 !ipi、自:')に民際条約三); :f.~ttの可能仕がない終身刑は，，，...fi- さない〕

内規定に会致n十日力、L、ヨ漂条約はも、年!よ対 t-IJ長期の拘禁町、宣需を
他))itC!;j;;'!..--、少干を拘禁4るニ j を本当にやむを押な'.-")j法土 jべきでめるが、

込山刻誌は誌も知L¥斗安土日チl正三すべ戸とで殺する:，たがって、刑法は少年

，，，高詳A雪・張13h 出 τ月間虫記入江主正人犯罪処:;;;j持拡於正主 j 去学~~:~膏2008年

:. ;:viB民。

~::: '1'字 GO:， 6':~59) :6;:)1 」つ?cJ
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に抱士期懲役を遡用Lなしけはっきり l百言する必支があるじ少年は一般に固定

収入および則産がなく、それに嗣全jfl)そ適用することは罪責自己負担原則l反

L、形を変えた述1.12制であり、しかもうL、宇に余さえあれば非を逃れられる Jい

う誤解者植え付けてしまう。則産没収は司令よりも迅酢な則産刑であり、自己

の労働収人を経済基盤土 Lない犯罪少年には不適切であるー刑法日条の止める

政治酌惇手l'の剥奪の 1'1存は、 18歳未満の少年に対Lては、基本的に何ら教育酌

意義がなく、言論・品取などの 2i;を除き、ぅL、咋はその他の権利を真に行使す

るこ，"刀すできなL、。

1:2:1 非刑罰的処罰措置の充実化

少年については、刑罰の適肘方法および誼知的多係化を十分に.s"i.害すべき r

あり、刑罰 百 に緩和傾向内調1査を H~l:...-、できる限り+、年を社会l二信婦させ、法

をする丙民にしなければならない 刑法37奈は l犯罪の胃状が軽〈刑罰を科す

必要がない守につい亡以、刑事処罰を免除することがごきるが、ただし、事件

の状況によ旬、百11被し、もしくは飴士害0)提出、謝罪、損失の賠償を命 l'、ま

たは」二管部門が行政処罰もしくは懲戒処分を科す」とためる。しかL、現行の

非刑罰的処罰措置の種類は単一であり、{本兵をなL亡おらず、外Fての経験をさよ

日c::...--c訴Lい方法を増やすべきごあるコ例えは世話 昨芝.~音の t&.段、社会事

仕の裁決、中間処遇およびその他の処遣の裁決であ旬、具体的な形式としては、

家去に討する監護命令、保護観察命令、労働賠償命令、慢入制限命令、コミム

二ティ奉イ|命令などである。またそれと同時に非刑罰的処罰措置を分類し、広タ1)

fヒL、犯罪岳、年の心身R特徴に合致する段清的な教宵副体系を形成すへきであるの

i3) 不定期刑の採用

少芋は"1塑性に宮むとし寸特徴1こ鑑み、犯罪者の心理および行為の矯11'のた

めに必要Jなる時立は少年によって異なり、しかも犯罪岳、干の管理・教育にお

いては日光の功手l'を求めるに急であってはなら F、通常、 定グ〉期官を要寸る 3

このため、特別な制度設言|を施し、判決F疋まった刑罰期限を刀之さず、帽のあ

る、あるいは全く刑期を官告せず、刑の執行中の少年内1':'状の善し烹しに接っ

き、執行1';'が裁判官に報合して、これがその実際の刑期の長短を科的して定的

る、"-，る巴妥がある 2

[227] コヒィ長60情 258) 1650 
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i4i 執行猶予、仮釈放および赦免の活用

少年の特慣に基づき、執行狛?の要件をより緩和し、少年の改造によりプラ

スJなるようにすべきである ち年以下の有期懲役目引役の言渡しを受けた少

年(::互いずれも執行猶チを通用することができるようにすべきと提言するつな

ぜなら、これらの少年の犯罪行為は特に豆jにむはなく、しかも!5くは礼18 偶

発犯であり、 c観的主性も説くはなし」耳lJi去によれば、 l京日1Iとして実際に刑期
を10年以上執止しなければ仮釈放を適尉 Fきないが、特引なケースごは最同裁

は刑苅内市1，約をそけない許 IIJ権をiJ-~ており、改定状態の~Hな少年は刑期の

制約を乏けずに仮釈放1べさぞあるの l解釈J 18条は、 I j，~年交打 l 話。〉減刑、仮

~枚..、 そグの〉甚1芋争の担t綜zにJお号
こ土ができる J ，川1l現良) !土=はつきり J土=疋める口 ]ri!可j係0の〉楕神に基Jづコさ、犯罪少年

には赦免等の制民を Cきる限り多く J且用ト¥きである。

4 処遇政策一一非拘禁化・社会化

ここむの処遇政音色は広義のそれであり、少年の公判前の拘禁、判決後円受刑

および満期釈放f去の各段階における特別の保業措置を含むよ

(1) 拘禁的強制処分の運用を慎重にし、担保提供による身柄の不拘束を常態と

L 、身柄拘束を例外とする c

史上位の権利に悶『る条約3'7釘 h)~; rいかなる児4も、小法に又~;;õ意的にそ

の白山を奪われないこ1:"児童の逮捕、抑留又いれ禁は、法律に従って行つも

のとし、最後の解決手段として最も短い適当な期交のみ用いること」と定める

現行刑事訓訟法は勾留の去作につい亡、少年の被疑者 被告人土成人の被疑

者・被許人とを医別しておらす二担保提供によ L身柄の小拘束に同連宇る桁置

についてもあって Lかるべきものが欠けているー刑の執fて段階において少ギ土

成人lz基本的に早1Iに拘禁 看守きれているが、大部分の看守所は条件泊，限られ

ており、強制処分の迅程では完主にうf院でさておらず、 l悪凶感染」ノド生じゃ

れ」最高人民検察院「人民検禁院学年刑予予i牛処珂規定J (2006年12月28日

発布・施計 以下、 l最品検視疋J jt呼ぶ)は l人民検察院は少咋被疑蓄の勾

留を#杏ノ主主宰守るに当たり、少年被疑者の犯罪被疑事長、ょ観的ア1乙、帯主護と

紅会自Uな更止支援の条件の有完全などに基っき、その社会的危険性を総合的に衡
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雪量L、勾fEF〉必をがあるか再かを位乏し、お留J告i函を悼$に用い、おfEJ てし

ばなくても J ぃI号什 ;;j: iyWf~. I:~t" J¥1:::/;)::) と、 土たizl犯罪行為がわりあ， ， 

桜世'(-C~、効常的な22ささ矢1'1 または社会的な克 iEヌ長措置があ" 討会 8(} .l~%-i't生

がな'，，¥、ま"I土イ十:r，的危 [>5':'ljょがわりあい小さく、~，~，彩乃花官事な立行容-'12ノJ 台しな

いゲイ;被疑すは、，1J::U1!; レ~ ，勾G'r'を承百-，:;~な)~ ¥.J :， 1:3条i 土する そし ζ!っI11

会it犯罪行為がわりあ ν 重大だが士お:1.，)押Lなくてもふい4つの具体的 1由}:i

E がそ J)ノt[!，C)勾\~~，<]る必7Zのない事F片手子主体的い亨1])1;;1.てLふ1

しがL、これっ川甥たはな巧也、:G:"(1)持!;Uな保誌を兵;W，fこしていなし'"なぜな

ム、0'z人被疑昌に出際的事件iがるるぬ合も勾留し在くてもよいかムごある '7

¥たがって、カギは事件に|可併するタ年。〉人井伝険性を:j-j -~'震に計 f:-::する Lことに

あり， l~ 米の 1-.Jä~A!?t~!，--おいとは、 ~f!+.，?吐理 ci)ゼ肢を総括し犬、 亡、少年:ーっ

、て勾留 fる J巴、安打な v 特日Ijな事 :11 を Fリ，1-ii~'-~'1ミシ同時ぃ、強制処分を用いる

妥当性を敢格:ニ1Il>古~ -;~る ζ う求灯、不当な j さ;主連れか(=-;f{ ;') ~言し、 ま1"は変

史するようにすて主 ("3;;)~含

1:2:! 拘禁的執行の開設化と非拘禁的執行の社会化

拘禁刊|村ょrJ"拘禁的強制処:!h土 般に問主民きれず二渇庁[で執行さオ1./，';)リペりた

ιとに生じる主:)f1J荷乃主主瓜感染ヘJlii断 H~r7)詞社会 !1:n[fJ縫さといった幹千 li すに

TfJ女じの ζ志りである :'i(平手続正および労働矯7入、基i:"，:Sヲ1:1思議処?の七-賞が

なく、了、較の色彩がJ品厚で、 tf0禁の悪約壌をJl'けるこFがごさなL10そのムめ、

ン、年犯罪に対仁てはで主る限りヨ虫!I可おJびば存矯if.!H同矯ifのJ?iH苦手三減っ

オ〆くさ Pあゐ J盈!じする):l' C も、~-;本的な 1!凶宝・李主育法~t5. ，~:， iとめる;-:i刊守Jこも

士会1 著書札-~骨子:Z:~ L、乱含セクタ ヱトは公益戸司体のtfi禁肝'1執行のす安;:;:1安述f11

前めらけれ，，}.ならなし

犯罪少年内処ja には:-:'~の 2 つがあるうふれは p; ，去Jミ絞 :AJ;J[j!/)処jaとも、と犯罪

にけゆる宇;た山下応、 tなわちコミ←二ァイ大]慢;r，-cある コミム二ァ J 内情
，土ti:し禁すァ7τ;情対rzh行刑万犬であり、 コ 3ι 二子イ l吋 F~ の要件に子点、!!t.-.j

るそ11J主を J ユーゥノ|可で、!司係4る11fd体、 JL正組諸およか jてプ/チノ

ノノ'!)除tJ~I) 卜で、 J決 裁定。〉定ぬるfIJjf~j 人J 、そのね諜♂1，、坪 i品市1習を情il

l 告さ l下手l' ・ ~J_ι 完映 克枝十~i斉禄j責ト校;τ べ江主正人犯罪検祭前 j 芝的克子守 J 法~'{ì

所定~ú(fi年山対34 頁。
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少年犯罪6対デる州事政策の給体的枠俄

する土ともに、その者がスムーズに社会に復帰できるよう促す非拘禁的刑副執

行活動である。コミュニテイ|人j橋市は称々な社会的リソ スを存分に活用し、

社会各界の力をまとめ、犯罪行為がわりあい軽俄で、主観的悪性がわりあい小

さく、社会危害性が大きくない受刑者、または監督・改透を経て砕かに改伎の

状を不 L一度J社会に危吉を止はさない受刑者につい亡、コミュニァイ内 r各

人に応にた管辺・教育・改透をi子う。実際には、犯罪少年に対寸るコミコニテノ

内矯止はより特色があるべきでも、科学的 F実fて可能性があり、生同的・系統自主

で、伝統的な文化教育、職業訓i締項日のみならず、新たに犯罪少芋内生活技能

を向上させる現円もなければならないり央体的には学富教育、監督・管理、社

会実践などの拝伸形式を用いて、引J罪ノ少年に心坤療法を施し、道徳心をiili養 L、

少汗ノト干 rr紅会に適Lし、し、法を寸る市民1:なるこ土がt"きるようにするー現在、

北京、天津、 jci毎などれま最高裁・最高険 巴察省[公安部]・司法省「コミコ

二チィ内矯止の試験的実施の展閣に閉するー;抗日J 1，2003年7月10円)に基っき、

犯罪仏、年に討して15'釈!J;:、試験的就学なとの形式でコミ vニティ内矯正を民間

L、一疋的成果を挙げており、速やかにす法で梓認するとともに積極酌に推し

進めるべさ pある。

1):1 満期後の社会的更正支援を強化するとともに、前科抹消制度を樹立する

犯罪少年の処遣は 般的な犯罪{去の処罰 1例主:工刑罰の運用、よL読学校〔こ

れは非行少年に討する教育を R 的 l する H~設であるが、「菩週中学のー特で、

犯罪者のは存施設ではなしる」川、円彦太ほか H中河法入門 1 "三省堂、 1991年)

1 ;J()頁;問中信行1i口) 収得矯正に送致)よりも、その伎に続く更正支援 監

督措置を運用、 宇なわιコミュニティのよ車I克をfl'用して合年の再什会化を促進
すべきごあるり犯罪1-'、宇は成人犯罪者J異なり、 @:J安岐点のあるミク口な社会

1最J竜への依存性がわりあし斗主Lミため、橋市所勤の成敗については、その監護者

およびコミ工二アイの環坑が極的て重安な役割を呆たすり少年f呆護法は l拘禁

を解除され、または刑期を了した少年は、複学、近学、就職におL、て差別きれ

ないJ:S7条3J刻、とう主めるが、刑事的な汚点的悪影響は客観的に存在Lてい

る。そこで刑法100粂を通切に改正し、少年犯罪の ~í~ 科 J未消制度を較立し、奇IJ

0)軽い犯罪少干のうちの初犯、偶発m、過失犯、功績のある昔については、巾J
を免除され、揃刻釈枕され、主たは赦免された後に 士別問内lニ違法・犯罪行

為を行わなければ、判決百江裁判所に申請L、裁判宵が審査Lたf去に前科を抹

北1生町](6.255)1647 [230] 
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がする税法ができ ω ょっ(~ 1，~，本す之乍

5 訴訟メカニズムー--専門化・手続化

ぅLイl どしつ特殊な:íl!主主体h二、少、1'.j;~}，~干の構式内将校を決';1 ワけ、必然自主

に少年の訴訟手続に7てえ花影響をもたらす。十fJt烹f宇i去こiヒ践して、〆少年犯罪

にけゆる同事 r続出jt支はより兵イ:$:[i(j ・状認 ~'0で、刑事本訟の丙r'Zぷ c/)IJ }んと

に首かれてしるべきであるコノ少年保護法55条は「主察機巧 人民牧すれ主人又

裁判例は4叶の犯罪事fIおよ :'P!叶の権和l禾j，去の{毛主に!司する事れを処世ヲる

に当たり、''J、年。)'1.'主才的常黒グ〉特慢に雪己l産!，、ぞれ ν グ〉人格付竪誌をE$5i:仁、

てれらの任法的権川正]並~ í~入 :ii!7 l 、かつも去、号~.!，，-I，心じと寺門機構事設さ}令土

だは#「うの人民を lê定〕ぐ処却させ，~けれはならな".1 J だめる ぶ条は我ペ'

刀、立法‘】J}王 f円七スにおし， 'l 独特の心年犯罪訴~';~'えカニズムを模4玄-;~るため

にtt:}..:.~J.:勺?τ 立を七:)J :) J古v、た含

まョ、;'{;去二少布 (}):R島平1;・ぷ]盆ふ了る諮i?の円、護メカ二スムをいくつか砕

.l:'.. しむの判事訴訂、法:5<1条は、少年t.~t1:古人の七めい士主主投効義者?を負う弁;藍上を

-''7三L、弁者人そιー斗2F立な:j;1:..:まならをいとはη えむと短める、2.1百1，ヱ

た卜]1:止条心、 1 l.l~;. u'仁川氏未満の少子下の犯罪享fli二、一律に港珂を三院しな

lD浪之トム8í~九州両のノノ、年の Jl:!者i 苧[すも、 l原町(: L-('~'j手之!E;y公開 L な" 'J [2 

J]寸Jl' ，*Yバヘリ(l{)行年の最高校穫だ(立、起訴#害担当者Lt'-ゾ年被疑者およかそ

の法疋1'(守宅人に対~~-'c r民連;る訴ま !の権利。認訴を;うcl-l:J士ければなレつな， ， 
l オ£ まと"じ.tr干']::!~:乞ベ人民 t" 察院 LL1下。征淀区倹寄'''':と i~-;' ぷ}じ主長務

ド }JI、、て「惨利衣務子-d斗警~~;fJf~市:;/支昔創設しており、そのw果~;~ド首ド良好

ごあゐ 我々のてすとどは、法律よ、昔、ィi 宇陀いつい ζ11 己速な rt' l ポ、ク)I~~肢を TI~

¥1 ヲ、きでdある， -，なわ 1コ、 FEi¥の近?の各段IWf(T)1，. ，すれ;おい」もで弐るI'H

り~'î問争制主、 i1ム速に娘三乙起「晶、:議半 11] :詐珪および裁判手立I土する 以下ι

このョ n{..:.~c. rこ再ム:Jを需Lと}安行う d きである〈な.;Fな令〉、少!fが:illJtてす j二J

た況に訴訟r9:t0t. 't 停滞寸之町J- ]1J:t{F:~) れば長いほ仁土器止が困難 t あるこ止は

ヰ突が言l オノI~-~ ふとこ九である判。

日 t、成年人犯罪jト J~政衆議題締 本成年人 jl_~累月間 人民!i，事2003

ノ牟 2;m:i2住コ

Lと:3:J ，~Uj:;sn ，:r3'?S4) 1f34ち



少年犯罪6対デる州事政策の給体的枠俄

次に、司法'主務においと怒ねJ台、働きかける、ソフ!な刑事訴訟メカヱズム

をいくつか倒すしたっ最高裁「少年刑事宇件の審坦に閲する者干の規定」也、00

年11月1.0R ほ択、 Lll1l1年4月1L円地行η 以下、 l最高裁規定」土略す)による J、

人民裁判所は少年被行人に起訴状時本を送達する際仁、説明 行知主務がある

すなわち、少年に対して l訴追された犯罪行為および関連法律条引を説叫しな

ければならない 3 また訴訟の手続および同連すL訴訟|の権利、義務を告知し、

少ギ被告人の緊張を併さはぐさなければならな'"i J (17条) またIliJ規定による

と、「閉廷審士ijl_~C(二、少芋刑**件を審判する裁判長は必要と認めたときは、

法廷代理人またはその他の成人のι私省、救師などの"'.(:少咋被告人との按見
を手配す匂ことができる J [20条)、また休廷時にはこれらの'ITが被告人に接見

するこ土を許可するこ土ができる :.311条〕 最高校規定も少年被疑蓄にxtして

は勾留の適用に慎重を刻す一二止を要ぶしており、

止して域具を崩いてはならない土オる、

また取調べに当たっては原則

少年に討するよりソフ!な訴訟メカニズムとしとは、

がある F

さらに二大のような制民

工}不起訴市IÌJli~ 最口枚が2006年 12 月 28 日に発布 Lた「険察尖務において寛険

制済刑事司法政革をi故1;¥;1ることに問する肝干の意見」は少年犯罪事件を処理

するに当たり、「少年被疑者向状況を調官L、少年内1t怖の特概、家庭状況、

引会酌交ム関係、c'i:育暦および更if文授の状況の有無なとの状況を了解Lなけ

ればならず、主観的烹什が大きく、社会Ji\'~刊，1"甲 kなものを除き、事件の旦 i卒、

的状出に基づき、勾宵しでもしなくてもよいものは勾問せず、起訴Lてもしな

くともよいものは起訴しな"'J:11) i定める 最高検規定は l起訴しともし

なくてもよいもの」の原則について 定の細分化をf(旬、例えば20条iJ次のよ

うに規iiするり

犯罪の情状が軒〈、かつ、次に掲げる芋由のいずれかに該当し、刑法規定

により刑を百いi庄1必要がない、または刑を免除する少子「被疑占については、

l原則として法により小起訴決定会Lなければならなし」

11:' 脅迫されて犯罪に参加した土さ

12:' 引罪のて予備、中止の左き 2

13:' 共同犯罪において副次的または補幼的役割を呆たした土さの

(，1 :' いん崎'ITまたは巨人であるとき 2

13:' 過剰防衛または過剰遊説!ご主り犯罪を構成する土きの
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tl! ロ雪まとはよ功袖がある ιき3

: 7:' きの似の刑法規定により刑を古いi度9必妄がない、 または別手免除ナ

る事山}

また21:;f;:ユ小起訴に宇ることができんが非刑言下回!y}~~リや 11'，べき h起訴基半

をyしめる、 l寛政木古河内刑事政策におけるうレ'1保之内重点は、より多¥りと-r1F

1百状がわりあ ν 申立 ν:';/:~ ~:::相対的小起訴決定 r-1~!罪沼状が軒〈 刑法規定に

主り刑罰長引 1 必?7~ ~!) ~: ~ まt.:j:刑罰や免 :~J-~sl-;;:， ~-J (FU;Tl:，).;l:12条三唱}

γ~-，t ゐふ起訴?7モ?を指す l を:.-;)るだけで(;;なく巳ィ、起訴'された1f1対す心千士

会，11Jタおよ了Y史止支訟をしコかり j 行う点にもあるド9: 年:走L主税寄、は社会誌

在、 1ιiJU談日 ?見事、小生じ言主主!jE文媛県話会内町併の l 卜り J

メカ二ズ1，t，.. 創造し、村会主土呆:~ ;去作効果 c?)~究 ~l~~~-.'.C'.' -f: 

ず J ~.;~支援

ご司IJ宇和解。ノ少ザが特Jでのiiel人Ht利訴を侵芦する犯罪を行 2 と場合、刊一事何

百砕に ζu非犯罪イヒ.~nr lJ ~-fヒ処時を h つ、景品裁は-i~乙年 '111事H-，:;J三事件芯上

び干の池の~I:f忠な刑事事件の百時停に力を人引、 :iPl~刑事事件を I おむ終わら li

るょっに努めな!iればならな 1./l J十1('"ζ強説1.，いる ι ま丈市出HtjJ~定:(l:たは、

「也、年が丈怯 L/::. 中止1" 当事件、初ç/.1~:6ワ犯罪、汎長犯罪、犯罪未遂の事件丸よ

ひ訪誘主た(正教唆きれて実捻[た犯罪主1牛などにつ川て、↑古1八が拝く、被段Ji

が確かじ改慢の;)~1:'小〕、当事再双方が日:主均に民事賠償uニコし'TI高弘に l亭し、

?っ、確かl履行L、m;と37:;長の規定-f，主主 t るときは、人民牧察~-;::{;!:叩ミドi点

目、 l十~ ot~条ジ riJの規定によ，.~イ、起訴の *:::'::o;;~ 守るこょができ、かつ、事件の民

討に rl~~ !:亡、訓戒 L、または~(~末書の提出、;)i!罪号 l/九!: Ji;干とカぜ弄る j と疋

<1-0 ，':， 
.ノ'リ m~Fん構成するミジノ寸刑事事行んダイパージ=シに上的ヨH~~i~'fじ処理をヲ

'n)こよ Jム行そして罪司IJ決定 1京日IJi南突す心もので J土なく、「罪があれば必ず長i

f一る "しう形式、つ'!}詩!ふうH{.j日雰Lは適!Ieされな， 1 まさ Lあ之)~高古が拾;j~

dるよろ h 、罪刑法定原rJ!;L;:;気判京が法にも1文茨疋なき行与を犯罪と dるこ

l 品市t:1~すふだけと、主主申! 'i:'~: が1 たに明;七鋭yとある 4 為争犯JT'， .1 しないこ l品市L

~o'l:-，t {)もグノではア亡し 'Jいり

様新城(5，:1]' ~草取相悼刑事J.)(故下手乙丸~恥事案件8t司Î\;<~効果号、祈一北京 iti

，'"花区人民検~~抗司 1い資料、

iじ)可持 充分方ず午刑事;存 ;:;J{--ë 衿，f村会T~'f>i:事訴干f会中日昨日j法l，~陪作用 1 'ドl主

宰判~(!(!()干 é泌氏員 ι
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J'{T犯罪i:::i::-ム号る州事見世(/)張、昨日1予備

忌起訴猶 7 判決J日告猶 J' これムは刑事訴目、活手九おし亡、続ミ?定まと h'-

裁判所がすでに犯罪チ杭式し、 定の妄i宇に誌 ~-9. ~少年被疑者‘作{ri人につ

仁一昨自ドjl二起;正ない e まとは甲jん百い犯さ寸。一定力記Jm端慌を設けて巴
スの者手打完烹Lて引き続き託業 京t学させるとともし、校事・j2iT又援 P

J丁い、間祭期間{苛fを仔ち、叫主的てπの犯罪事実およぶ引市長ワさ、ゲ'1内

観桜苅iJ中じJf';;'1、と在絡むつけご起訴 小起訴や決定[、主だiillJ決すると，_"

うものであふ 1 起 Jドグ荷下 車Ji)'~古青猶予0)R ~~:土 l もに犯JT;の 11費がひとくな

い、何lけJ'ん、知?を均に犯行を行った少!f:、 E 何千二:;~ /j斗il~ される院に、口っ

その r;:l~， (1汁f 資を5引がさせた上で、わりあい安定的合、三活干 i!l を俣た Y了、 け律

手せ、!，雑誌定，j[~-~'，J ~':砕けさ t{' ることにあ七、判伐官 約子は 羽市長官i'Jく

にで裁判所:/1実減γおい、てネ:，1jd:;.C ，e':l笠Lf、少汗j[ntする決出品詮ずあ;')試

行の ~(j;呆は良好 Cあるつ起訴猶予以令匡的多くの怖然性!例え ìi海J定E同察j

刀、i'rAff~、いるが、それをめくる議論は :i.JJ(こJ まない、 Jι々の#λ 子;王、起

高指アは起市l~.tlJ 義の出市民]甚ìï!:~ があるとけで}まなし M需ij主閉め武岩オ士記

正午 0); 主 trl~U拠(，;円事詐訟 J 主 }lj2$) もあ灯、(~， fヮ，.~ Iよ主性花、'¥:lIJ事政誌の情事f

い合l'U-匂つ自主判所内非同認7生を侵胃し、気:才rゴft7原則にはすると論雑丁る

ぎも， ，るが、それは実質的なイJ罪誌疋ではなど、手続 10)*f#1芹疋であ打、起

訴治下期間1rfj持了すれ rよ怖1察機関¥-'.不記訴決定モペ最終的には 有jeJIic定}

il-;'rA:: \'l l~ ないこと全意味「る…しかも、 T続卜の「有罪ljJf定」の沼百三れ世 i 了ゐ

「め、 ドノツの起 11'<掻 J'計百肢を巻予ぞにして、「帯用を担当する裁判所およか"ミ

i8.を，::']け 7三百の|司意キ穏なけれ{まならな'，.， J とい与妾芹や設けることがでさ j

市川、ノジlfの特井戸、台わせ f，~iütfl}廿;別fヒメプり二ズムお kU少年犯罪ド対す

る全jj~lI走行〈育えブ守三ズムを詰:iL したれ，};寸 1r~~r!) 川 \'j- ，/スLJJ げる 1;1攻守を

÷と[、慾;;;を梢Nrとする 京i!ilふ効果afJに4iJi.イヒタるために、最同裁規定b

l 性格J)特樹、不足状況、引主的交玄関係、成背l苦お ζn~芯Jト予れた jI2;;j:C'，)jtr 

後の行忙なシの状は芯調三壬J :，21粂] し、量肝:J1:tl引fとの根拠2しなければな令〉

会u、1'1まュきり l''すめるcまた!nj規定はさらい、人JL裁判所は世l':1主主人Jこ有

発音干'1抜!たと Rは、判決言31没、 fT2芸廷が州民二た三年五、寺山者古寺院機二 ι世

t 責車、ドほか 14S媛起訴的i云出E去ら践で制l芳衿5jL 司京検事育学tt学前2C03年
5 ;:vi;;，"，;民参l析。
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長被告人を教もしなけれ:よなら「、教ものや主剤以 に計~4行為の社会に討する

危害ぉJぴ刑罰杭処罰ネ子ける必安性、犯罪j込の発起存もたよしたて干観的 e

存在4自S'，fC[ [~;:および汲み .j7 /è べさ教訓、人民裁判所のjJdlu'正問から司さf?っこ

よな}であるよ「品、口忌] 同:}~: :"~>-;詰高検規定抗争も「人口こ検察院は少年刑

事事itを;ι日がするl当l=勺、少11'.，))三市対よ了;ゃレl}f!.e)t，~縦を考lきし、そしつ+0.)

J川氏、家庭次州、犯罪の京|司、 1立恨のr&;度などに基っき、同町に応仁た教育

l，-1-わなければなhなぜ、J はっさ ;'j}安-5:t'-，Jゐl 青品市治半1!:P'1(土少0-.，刑事事

l牛を干草原宇匂に当たり人科高存制支をヲミ抗〕てお :'-1、裁判所は犯罪〆t.;干の性格の

41 徴金 μ ク)1司人的状況を ~11Ut !..--、量111;のさら会る的確t'!を曜保している 1;-3' 持

J烹[ゾ十1奈は 1坤カワ〆'f:I) :"グ市'1震をit;t，:.戸的h 烹続し、 F'i十一訴訟システム全11ミ

L おいと被害 Iii 絞=要が不十分 r あ~ '!~!./ι1 司 ~.~IX!，，-社L亡、定夜間7汚c?)川事ぃl法

政権におけ ξ 「少ザに対「る更正支援措f芭を級友ナる J ，~'，-，う妥点、おぶ七ド設

Iら椅10γすにおける少年被害毛布万上仁川t!:~ J~<!)権ft . .Hi乏を守二る土 1，'，う如実て;二恭

ヅ与、土i:J.:i-'d主1てによる身何の不引委ミとされた少年悦校軒、 骨体尚弁 fたは十牛肉七

日さや;.:けた少年七宝主主につ'，:'こ ポ人お五円その永:I~((.f) ] ri!在中i寺ナノミl二、 u

時単門家を招待Lとそのアfぃ七期フJフシ行リング 療法を，~';flLζもら'/ぐい

るコ重Rは小手己評忠岡芯 L ょうとし、いる少年、または'1>I:~lur; にひどく 1f:つえ

~'{fかにカウン十"ンゲの必支な /þ年被汗荷とある 1

第 1I、刑事訴訟のブ"七スしおいて少年カ子めの寺門機構や設置し、ノ廿年

犯罪の子絞運行メヅJ三ズムを専門化 ル テイ〉イ七さザとつう、宇m ，~r-F防ヲて[I九

条1:玉、 Iシ、年内 d 、::rの特設 Iこ熟知した判事 jが少年犯の審判を 9ると疋め 1"

"胤}宇代宇ん頑 e ニ淘?ち J丸三三巨人民~~':刑1! :r!Fi'が全失]に先駁けこ茂末日の少年配事事 {'j

の台設住 "ジ年設工日廷J. 有設置し..人後、主同の各省 .-:~-i も相次. .でも一ぽ円

少 ;1~1j事事件を李恩する法廷を誌置する l' 1.もl、少'1刊事事f1-を帯夜する中

{'次第に I高"1司ラ二百て教育し、滋;;;と教育制吉行 f;;:;I および つ1件を審理

e 人-{.'.tz'tゴコる J Iいう裁判日t'!!1+砕す Lこさ r.

2(1(1(-;年自丹、最古訟は「 認の市殺人民訳出所に.，f.)¥i， ~C猟 \1 宅問枠内少年宇

刊の総合裁判:こを設置 Aる1[..-".哩みを展開 jる、二円に|可ヲる:当主]J円安ざい恭〆ノJ与、

全[玄グ)l8~1) 凹紋裁 :;::-~Ií.: ;tJ.!J1 ¥1:定負枠内少年守ド;ニ総台裁判民合設古し、芦ら;:j，;

1::1 接民・単勇 l 十↑会平云記!ラ;f.i.~>:l少年史】活措E主的苦;を J i云TiJ7jJ叢2004::rr:G 1明日

只c
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J'{T犯罪i:::i::-ム号る州事見世(/)張、昨日1予備

民事件の帯即の専門iじ j テイシイヒを i主めと v 司時 u 最高同士~.Æ5* も「へ

民検祭 ~í;:!j I-，~:rlj と L にち=守しつ業務機紋または方円(T)ワ クゲルー フヰJ設置して

ゲ年刑事事1'1 を処理しなければならす e 来刊の経ついなぜ '};;J~fr\ よ #F!; 人員手

持定して型~，:]lちせなければなりなし J 項r とは一きりと求めていω ~?t什、

全区内人11~rs:判乃.'fLt百十2:120(/)少'1法廷を設置 L、?ワnCl乞余りの専lつN設判立を
掠 L ており、基本的;二主てグ〉去、年J刊 -j-'~"j-'; ;~干の審判(;/1;、平法廷でなされごいる'，i1:

寂々 <1)どλでは、検察'日および裁判r'の専門イじだ汁 fはなお不十分ごあ{， な
ポな令〉、也、lf;一社記E司n二 心、1理主フンヤリンゲなドの専門'ヒされ、河室に合わ

せた;'t:!.:還を行うためいは、大孟の-t>ベワ およ U時十正が必授であり、それに

ぶつで守件処四人員のf:':!tコうど粁滅しなけれ:;1ならな 1、¥0 .':'-ういなけfU.fふれつ

の苔は事fつ任理的ずしヮシ ;'-1，.よ" 簡慢な子玩;ー私.，て直J者起iJF• 判;:}~，，)

るよつになり、ノ少if に桧「る不起訴や刑事利照的措若を ~l るこ tレをヨまない i

つになるかr である よ心ため、社会的)J'士主主主EL亡注品配にφ年犯罪'!H牛の

~1!111-j} -:fuヤス hこおける九十作両官、 l~"r!昨カ') /' +. 1) グむこの出P'J!'主力「 ν斗クケ

シヨ" ，ト五百極的に七 IJ) 芝、 :)K;:，!t争事 iH11斗.~'にアノードパヮクし、 もって事科

WJJ皐の効半を己めるべきでhるの同日すい、 7まっと社所がな〈、社会的E正ι
授の 7Y午れな 1"'1ん;'t.t(i) )I_~号令年 h コ? てl士、}什吏μJi去の良悦主取り泳三、法tn
5:二に1-iiiする :7fL1 ・詑ド.;~ ~-，ない安件に該当する再についこい、地域を青~" '(た i-:-~-1

Jとの協力〆刀二fムh頼り、同地問Y、r トリーケ視察ル試行 tべきであ。十 1，'

結額

H: の ζ うに、 fL、年 i乃特株な j去は l 基'~き、甲I>f;\;その 郊の行為し刀 1犯罪

レして対処する」トができ?ヘその刑事主任は不正主である人的、刑法は l欠

けた刑法 lとな「ている c また可申11~可内政~--' ':ミドDE:~ り、ソワ〉芳抗日|ず L

穴め Fリ罰も 1I}! :') ~ある叩ザ罰d ノなふ 1 伝統的な刑罰お ζCj'1flj事訴正スウ二ズ

1，'1 r 出匡ノ'~/ザ法隆病?主冶寸、未成?ド7点脊判l制 I :\.l J 中ヨ{~院絞アOU7 fF 6円1[]、

h勺.:i ; Vi¥¥'¥¥'ζh，l1三COU ;'，.org:' 1-，' ul!lic / d f'~aiιphp?id 羽9/:71 ワfρ9'1"--? )--j 7門最終

びノ!'r~ 'l，)ょ

1.--，:型住中はか 1 ，1:.[/;'-年人 jQ)r刑事政策 jg完詰初発民」青少年犯~r潤注2日(1 /1 年
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ムは犯罪少年に討する姐応l之がれtいため、「不岨弘な刑副および訴訟メカニズ

ム」となっている。少年犯罪に対寸る刑宇政最:;r少年」およびその「なきれ

た界」ばかりを見ていてはならず、 l 干捗の前倒 ~J およ rr I 後ろに延去」の

特徴主具J~iヒ宇べきであ旬、それが対象とす匂行為はもはや伝統酌意味におけ

る犯罪行為どけ Fはなく、さらには 般の非行行為および豆い非行行為を含む

Lたがって、少芋犯罪の間坦を効果的にガパナンスずるためには、刑法を変革

する土 kもに、伝統的な刑罰制度およが刑事訴訟メカニズムの枠外ご市IJ度刷新

をf二い、拝ヨの成功した経致、特に全国存地で長年試行し、かつ成果を上げた

実践のやり方を参出し、凶凶独特の少年刑法、少年 I-IJ 法制度(例え~.f'y、年裁判

所、少年裁判官)を打 ι立てるために堅牢な用論的・実践自~i再構を打 ι固めな

ければならない

[237] コヒィ長60情 248) 1640 


